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学研高山地区ゲートエリアまちづくり協議会
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令和７年６月２９日 学研高山地区ゲートエリア地権者勉強会



１．まちづくり基本構想について

２．土地区画整理事業について

３．意向調査について

４．今後のスケジュール
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１．まちづくり基本構想について

（１）ゲートエリアのまちづくり

（２）まちづくりの実現化に向けて
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（１）ゲートエリアのまちづくり

4

令和７年６月２９日 学研高山地区ゲートエリア地権者勉強会

国道163号バイパス線

学研高山地区南エリア

学研高山地区ゲートエリア

学研高山地区ゲートエリア位置図

●奈良先端科学技術大学院大学



5

（１）ゲートエリアのまちづくり
令和７年６月２９日 学研高山地区ゲートエリア地権者勉強会

⇒現在、ゲートエリアでも基本構想の作成を進めています



（２）まちづくりの実現化に向けて

基本構想で考えるゲートエリアのまちづくりを

実現するために、「土地区画整理事業」という

まちづくりの事業手法を用います。
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２．土地区画整理事業について

（１）土地区画整理事業の仕組み

（２）業務代行方式について

（３）土地の活用方法について
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（１）土地区画整理事業の仕組み

■土地区画整理事業とは?

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を
図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び
公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。（土地区画整理法第２条第１項）

【目的】
・道路、公園等の公共施設の整備改善 ➡ 良好な住環境を作る
・宅地の整形化 ➡ 利用しやすくする

施行前（事業開始前） 施行後（事業後）

宅地の再配置
（換地）

土地活用がしにくい 土地活用がしやすい
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■換地
施行前の土地を造成・整形化し、
その土地の所有者に新たに交
付する土地のことです。

■減歩
土地区画整理事業のために地
権者が土地の一部を提供する
ことです。
減歩には「公共減歩」と「保留
地減歩」の２つがあります。
公共減歩は、公共施設の整備、
保留地減歩は事業資金に充て
るための減歩です。

（１）土地区画整理事業の仕組み
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施行前

施行後
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（１）土地区画整理事業の仕組み

■本地区での土地区画整理事業の制度導入の必要性

借地希望

土地区画整理事業の換地手法によって土地をお持ちの方の希望に沿った活用が可能

になります。

売却希望の方の土地は、売却用地へ集約し、個人利用や借地を希望の方の土地は、

それぞれの適地に集約することができます。

売却希望

借地希望

個人利用希望 10
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（１）土地区画整理事業の仕組み～減歩について～
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農地、山林等
（従前の宅地）

換地

公共用地
（里道、水路等）

保留地
（売却する宅地）

公共用地
（道路、調整池等）

施行前 施行後

区画整理

事業費
・道路、調整池等の整備費

・宅地の整地費

・建物等の移転補償費

・調査設計費

・事務費 など

公的資金
・公共施設管理者負担金

・補助金 など

保留地を売却して
事業費を捻出

減歩（面積の減少分）
公共減歩
公共施設の増加による減歩
保留地減歩
事業費に充当するための
減歩



（１）土地区画整理事業の仕組み ～減歩について～

土地区画整理事業では、施行前の土地や換地の状況を勘案して、個別に減歩率を算
出します（減歩率は個々によって異なります。それらを平均したものを平均減歩率と
いいます。）。減歩率は、施行前の土地の評価と施行後の土地の評価を比較して、その
土地評価の増進状況によって減歩率が増減します。

施行前の土地の評価 施行後の土地の評価

幹線道路沿いに接する土地里道に接していない土地

里道に接する土地 生活道路沿いに接する土地

土地の評価 低い

土地の評価 やや高い

減歩率が
高い例

減歩率が
低い例
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土地の評価 やや高い

土地の評価 高い



（１）土地区画整理事業の仕組み～減歩について～

土地区画整理事業により面積は減少しますが土地の評価（単価）の上昇
により、土地の資産価値は、事業前よりも上昇します。

整理前の土地 整理後の土地

面積は減少

土地の評価（単価）は上昇

土地の資産価値は上昇する

土地の資産価値＝土地の評価（単価）×面積
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（２）土地区画整理事業の仕組み～業務代行方式について～

■組合区画整理事業とは?
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地権者が共同して設立した組合が事業主体となって進める区画整理。

組合（地権者）による土地区画整理事業の仕組み

事業者

・7人以上の組織が必要（組合）

・全員が組合員（※未同意者も含む）

⇒地権者が主体となって、事業を進める。

事業の特徴

・現状の面積から公共用地、保留地の面積分が減少となる

（減歩）。

・事業費は、保留地の売却でまかなう。

・土地の再配置（換地）の手法を用いて、地権者の意向に沿った

土地活用を実現。

同意
・土地所有者、借地権者それぞれの人数、面積ともに2/3以上

の同意が必要。



（２）土地区画整理事業の仕組み～業務代行方式について～

■業務代行方式とは?

土地区画整理組合との契約に基づき、保留地の処分と事業資金の確保を

条件として、事業全体の業務を民間企業（業務代行者）へ委託する方式。

組合

理事会

建設会社

金融機関等

保留地取得者

建設コンサル
（調査・設計）

【基本的な方式】 【業務代行方式】

組合

理事会
業務代行者

・組合運営業務
・調査設計業務
・基盤整備工事
・保留地処分
・資金調達

借入

売却

発注

15

令和７年６月２９日 学研高山地区ゲートエリア地権者勉強会



（２）土地区画整理事業の仕組み～業務代行方式について～

業務代行方式のメリット

業務代行方式は、民間事業者の参画により地権者の事業リスクが大幅に

軽減され、民間事業者のノウハウと資力・信用を活用することでスピー

ディーに安心して施行することができます。

地権者

事業リスク

・移転補償の合意
・保留地処分
・資金の借入

・地権者の合意形成不足
・工事費の変動

・不動産価格の変動

業務代行者

基本的な土地区画整理事業 業務代行方式による土地区画整理事業

地権者リスク

が軽減

事業リスク

・移転補償の合意
・保留地処分
・資金の借入

・地権者の合意形成不足
・工事費の変動

・不動産価格の変動
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（３）土地の活用方法について

地権者の皆様のご意向（自己活用、売却、借地）

意向調査や個別面談等で確認し、今後のまちづくりの計画に反映

自己活用する

一般換地街区への換地

（自己利用）

借地する売却する

共同売却街区への換地

（換地の集約化）

共同借地街区への換地

（換地の集約化）

土地の活用方法は大きく３種類に分類されます。

①自己活用 ： 土地所有者自身で住宅や農地、業務用地として利用

②売却 ： 土地を売却して、不動産を現金化

③借地 ： 土地所有者自身もしくは共同で業務用地等に借地

そのため、「意向調査」等により皆様のご意向を確認していきます。
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（３）土地の活用方法について 〈具体的には！〉

土地を売却したい方

土地を貸したい方

集約して
大街区化

共同売却希望の街区

共同賃貸希望の街区

自己活用したい方

自己活用希望の街区

◆土地の再配置にあたっては元の位置に換地するのが原則（照応の原則）ですが、地

権者の自己活用や売却希望などの申告や合意のもと、換地を指定する仕組みを一

般的に「申出換地」と呼んでいます。

◆申出換地は希望者を集約して換地するため、大街区を計画できます。このため、

単独で売却や賃貸するよりも、比較的好条件で売却や賃貸することが可能です。

また、一般的にこのような街区は短冊型の土地として換地されます。

◆自己活用を希望する方は、自己活用が可能な街区に換地を指定することとなります。
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３．意向調査について

（１）意向調査の実施概要について

（２）意向調査の内容
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今後の土地活用への意向をお聞かせいただき、計画を具体化していくため
の基礎資料にさせていただきたいと考えております。

意向調査は皆様の意向を計画に反映させる重要な資料となります。

期間：令和７年７月上旬～令和７年７月２５日（金）

対象者：学研高山地区ゲートエリア地権者全員

意向調査の内容：所有地の管理状況及び今後の土地活用について

（１）意向調査の実施概要について

20

令和７年６月２９日 学研高山地区ゲートエリア地権者勉強会



土地をお持ちの方の情報
氏名・年齢・電話番号

お持ちの土地について
所有状況、希望する土地の活用方法

（２）意向調査の内容
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４．今後のスケジュール
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全体マスタープラン

協議会設立準備
（発起人会）

協議会

● 事業計画(案)の作成

● 組合定款の作成

事業費概算、収支計画、
平均減歩率、認可申請
など

準備組合

●都市計画手続き

意向調査●

用途地域変更

組 合

実施設計・仮換地指定等

事業のスタート

工

事

着

手

業務代行者業務代行予定者

協議会設立

準備組合設立

組合設立
事業認可

事業協力者

これまでの経過概要について（組合区画整理事業の流れ）

現在

まちづくり
基本構想図の検討

●

基本構想図の作成

まちづくり
基本計画の検討

●

造成計画、道路・
街区計画、公共
施設設計など

事業アドバイザー（４者）
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